
四 季 の 丘 は た そ め 地 区四 季 の 丘 は た そ め 地 区

ま ち づ く り ガ イ ド

　四季の丘はたそめ地区は， ＪＲ水郡線常陸太田駅から北東方向に約 2.4ｋｍ，市役所
から約 1ｋｍに位置する丘陵地に広がる住宅団地であり，「 はたそめ建築協定 」のもと，
緑豊かで良好な街並みが形成されています。 
　また，   本地区では平成 28 年 5 月に「 用途地域 」及び「 地区計画 」という新たな
まちづくりのルールを定めました。 
 　このパンフレットは，本地区の新たなまちづくりのルールを示したもので，家の新築や
建て替えのときにこれらのルールを守ることで，  より良いまちづくりを目指してくための
ガイドラインです。 

まちづくりガイドとは？

常陸太田市



四季の丘はたそめ地区のまちづくりルール
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用　途　地　域　図

●容 積 率＝（延床面積 / 敷地面積）×100（％）
　　　　  ＝（60 ㎡ +60 ㎡）/200 ㎡ ×100
　　　　  ＝ 60（％）

●建ぺい率＝（建築面積 / 敷地面積）×100（％）
　　　　　＝（60 ㎡ /200 ㎡）×100
　　　　　＝ 30（％）

200㎡

2Ｆ＝60㎡

1Ｆ＝60㎡

延床面積
（1Ｆ+2Ｆ）

建築面積
敷地面積

建ぺい率・容積率
の

計　 算　 方　 法

　本地区では，下記の３種の住居系用途地域を定めました。

　①第一種低層住居専用地域：低層住宅のための地域。
　　 【容積率の最高限度：100％，建ぺい率の最高限度：50％】

　②第一種中高層住居専用地域：中高層住宅のための地域。
　　 【容積率の最高限度：200％，建ぺい率の最高限度：60％】

　③第一種住居地域：大規模な店舗等を制限する住宅地のための地域。
　　 【容積率の最高限度：200％，建ぺい率の最高限度：60％】

　　※建築物等の用途制限の詳細は 5 ページ「建築物の用途制限表」参照

■用途地域の内容

　種　　　類：区域区分 ( 決定権者：茨城県 )・用途地域 ( 決定権者：常陸太田市 )

　位　　　置：常陸太田市　大字幡町　字幡山，字入台，字瓦屋敷の各一部

　面　　　積：約 52.0ha

　決定年月日：平成 28 年５月 16 日 ( 茨城県告示第 696 号 )

　　　　　　：平成 28 年５月 16 日 ( 常陸太田市告示第 60 号 )

■都市計画決定の内容

　用途地域とは，都市計画区域において，土地の合理的利用を図り，市街地の環境整備及び保全，都市機能の
向上を目的として建築物の用途，容積率，建ぺい率等の制限を定める制度です。
　地区内の住環境の維持・保全や，これと調和しつつ本地区及び本地区周辺住民の生活利便施設の誘導を図る
ため，用途地域を定めます。

■用途地域とは？（都市計画法第８条）



地区計画によるまちづくりのルール
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地区を４つに分け，各々に以下の土地利用方針を定めます。

　①住　 宅　 地　 区：低層住宅地としての良好な住環境を保全する。

　②文 教 ・ 厚 生 地 区：教育及び福祉施設としての良好な環境を保全する。

　③商業・業務Ａ地区：生活利便施設の立地を図る。

　④商業・業務Ｂ地区：小規模な生活利便施設の立地を図る。

■土地利用の方針

地区の公共施設は，開発事業により整備されているため，これらの機能が損なわれないように維持・保全する。

■地区施設の整備方針

地区にふさわしい良好な居住環境を将来にわたって維持・保全していくことを目標とします。

■地区計画の目標

■都市計画決定の内容
種　　　 類：地区計画 ( 決定権者：常陸太田市 )

位　　　 置：常陸太田市　大字幡町　字幡山，字入台，字瓦屋敷の各一部

面          積：約 52.0ha

決定年月日：平成 28 年５月 16 日 ( 常陸太田市告示第 61 号 )

高さの制限

地区施設（公園）

用途地域の制限

壁面の位置の制限

■地区計画のイメージ図　地区計画とは，住民の身近な生活空間である地区を対象として，道路や

公園などの公共施設の配置や建築物の建て方などに関するルールを定める

ことにより，地区の良好な環境を整備・保全することを目的とした制度です。

■地区計画とは？



地区整備計画

３

　地区計画の区域における，建築物の建て方などに関するルールを定めるものです。下表では，本地区におけ
る地区整備計画の具体的な内容について示しています。

■地区整備計画とは？

※住宅地区については，｢はたそめ建築協定｣に基づいて，住宅環境の保全が図られていることから，地区整備計画は定めません。

住宅地区 文教・厚生地区 商業・業務Ａ地区 商業・業務Ｂ地区

44.2ha 4.5ha 2.9ha 0.4ha

200㎡ 1,000㎡ 敷地形状の変更はしない。

５ページ「建築物の用途制限表」参照
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地区

区分
面積

名称

「建築物等に関する事項」のうち，「建築物の用途の制限」，「建築物の敷地の面積の最低限度」，「壁面の位置の制限」，「壁面

後退区域における工作物の設置の制限」，「建築物の高さの最高限度」，「建築物等の形態又は意匠の制限」，「垣又は柵の構造の

制限」に関して，市長が周辺の環境を害する恐れがないと認め又は公益上やむを得ないと認めたものについては，適用を除外する。

建築物の外壁面又は，これ
にかわる柱の面から，道路
境界線及び隣地境界線まで
の距離は1.2ｍ以上確保し
なければならない。

建築物の外壁面又は，これにかわる柱
の面から，道路境界線及び隣地境界線

までの距離は2.0ｍ以上確保しなければ

ならない。

建築物の外壁面又は，これにかわる柱の
面から，道路境界線及び隣地境界線まで

の距離は1.2ｍ以上確保しなければなら

ない。

ただし，以下に掲げる建築物，又は建築物の部分についてはこの限りではない。

(1)地盤面からの高さが2.5ｍ以下で，床面積の合計が7.0㎡以下の物置

(2)出窓で，以下に掲げるもの。

①突出部分の高さが1.5ｍ以下。　②突出部分の出幅が0.5ｍ以下。　

③突出部分の水平投影の外周(２以上あるときはその合計)が4.0ｍ以下。　④戸袋

(1)壁面後退区域内に自動販売機等の工作物を設置する場合は，道路境界線までの距離は0.6ｍ以上確保しなくて
はならない。

建築物の
用途の制限

建築物の
敷地の面積の
最低限度

壁面の位置の
制限

建築物の高さ
の最高限度

建築物等の
形態又は意匠
の制限

垣又は柵の
構造の制限

適用の除外

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限

(1)建築物の階数(地下を除
く) は３階以下とする。

(1)建築物の階数(地下を除く)は３階以下
とし，建築物の高さは宅地盤から10
ｍ以下とする。

(1)建築物の階数(地下を除く)は２階以下
とし，建築物の高さは10ｍ以下，軒
の高さは宅地盤から７ｍ以下とする。

(2)建築物の各部分の高さの最高限度は，
当該部分から隣地境界線までの真北方
向の水平距離に1.25を乗じて得たもの 
に５ｍを加えたもの以下とする。

(3)建築物の各部分の高さの最高限度は，
当該部分から全面道路の反対側の境界
線までの水平距離に1.25を乗じて得た
ものとする。敷地と前面道路に高低差
が あ る 場 合 は ， 建 築 基 準 法 施 行 令 
135-2条に準じるものとする。

(1)建築物の色彩は，周辺と調和が図られる色とし，原則的に原色の使

用を禁止する。

(2)表示できる屋外広告物は，自己用のものとし，色彩は周辺と調和が

図られる色とし，原則的に原色の使用を禁止する。

左記の項目(1)及び(2)。

(3)屋根及び外壁の仕上げは不燃材とする。

(1)道路境界線沿い及び隣地

境界沿いに垣又は柵を

設置する場合は，生垣

又は，開放的なフェン

ス等とする。

(1)道路境界沿いに垣又は柵を設置する

場合の構造は，地盤面からの高さが

1.8ｍ以下の生垣，又は基礎部分を

含み高さが1.8ｍ以下の開放的なフ

ェンス等とし，道路境界線までの距

離は0.4ｍ以上を確保しなくてはな

らない。

(2)隣地境界沿いに垣又は柵を設置する

場 合の構造は，地盤面からの高さが

1.8ｍ以下の生垣，又は基礎部分を

含む高さが1.8ｍ以下の開放的なフ

ェンス等とする。

(1)道路境界線沿い及び隣地境界沿いに垣

又は柵を設置する場合の構造は，地盤

面からの高さが1.8ｍ以下の生垣 ，又

は基礎部分を含む高さが1.2ｍ以下の

開放的なフェンス等とする。

すみ切り部分に出入口を設けてはならない。

地
区
整
備
計
画
は
定
め
な
い
。【 
６
ペ
ー
ジ
「
地
区
計
画
の
届
出
」
は
不
要 

】

住宅地区

44.2ha

文教・厚生地区

4.5ha

商業・業務Ａ地区

2.9ha

商業・業務Ｂ地区

0.4ha

地　

区　

整　

備　

計　

画

建

築

に

関

す

る

事

項

地区

区分
面積

名称

建築物の
用途の制限

建築物の
敷地の面積の
最低限度

壁面の位置の
制限

建築物の高さ
の最高限度

建築物等の
形態又は意匠
の制限

垣又は柵の
構造の制限

適用の除外

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限



４

道路

建築物
建築物

敷地の形状は
変えないでください。
（赤線の範囲）

自動販売機などの工作物は
道路境界線から 0.6ｍ以上離してください。

0.6ｍ

1.2ｍ

隣地や道路境界から
1.2ｍ以上離して建築して
ください。

工作物

2階建て以下・
宅地盤から 10ｍ以下に
してください。

軒の高さは宅地盤から
7ｍ以下にしてください。

周囲と調和が図られる色とし，
原則的に原色の使用を禁止します。

屋根及び外壁の仕上げは
不燃材にしてください。

生垣の場合は
1.8ｍ以下です。

道路

境界

フェンスの場合は
1.2ｍ以下です。

生
垣

■商業・業務Ｂ 地区のイメージ図

●建築物の高さ制限・形態又は意匠の制限●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限
　・工作物の設置制限

●垣・柵の構造制限

道路

建築物
建築物

敷地は最低 1,000 ㎡
必要です。
（赤線の範囲）

自動販売機などの工作物は
道路境界線から 0.6ｍ以上離してください。

2.0ｍ

隣地や道路境界から
2.0ｍ以上離して建築して
ください。

0.6ｍ

工作物

3階建て以下・
宅地盤から 10ｍ以下に
してください。

周囲と調和が図られる
色とし，原則的に原色
の使用を禁止します。

道路

境界

道路境界沿いの場合は 0.4ｍ以上離してください。

生
垣
・
フ
ェ
ン
ス

生垣・フェンスの高さは
1.8ｍ以下です。

■商業・業務Ａ地区のイメージ図

●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限
　・工作物の設置制限

●垣・柵の構造制限

●建築物の高さ制限・形態又は意匠の制限

道路

建築物
建築物

敷地は最低 200 ㎡
必要です。
（赤線の範囲）

自動販売機などの工作物は
道路境界線から 0.6ｍ以上離してください。

0.6ｍ

1.2ｍ

隣地や道路境界から
1.2ｍ以上離して建築して
ください。

工作物

3階建て以下に
してください。

周囲と調和が図られる
色とし，原則的に原色
の使用を禁止します。

道路

境界
生
垣
・
フ
ェ
ン
ス

生垣又は開放的な
フェンス等にして
ください。

●建築物の高さ制限・形態又は意匠の制限●建築物の敷地面積の最低限度・壁面の位置の制限
　・工作物の設置制限

●垣・柵の構造制限

■文教・厚生地区のイメージ図



建築物の用途制限表

５

住 宅 地 区 文教・厚生
地　区

商業・業務
Ａ　地　区

商業・業務
Ｂ　地　区

用途地域内の建築物の用途制限

○ 　建てられる用途

×× ① 　地区整備計画において制限しているもの

　建てられない用途

　はたそめ建築協定を準用する

①，②，▲　面積，階数等の制限あり

住宅，共同住宅，寄宿舎，下宿 ①① × ① ①住宅のみ

○ × ○ 非住宅部分の用途制限あり

店舗等の床面積が     150㎡以下のもの ② ○ ○
店舗等の床面積が     150㎡を超え，     500㎡以下のもの ② ○ ○
店舗等の床面積が     500㎡を超え，  1,500㎡以下のもの ○ ○
店舗等の床面積が  1,500㎡を超え，  3,000㎡以下のもの ○ ○
店舗等の床面積が  3,000㎡を超え，10,000㎡以下のもの
店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの
事務所等の床面積が    150㎡以下のもの ○ ○
事務所等の床面積が    150㎡を超え，   500㎡以下のもの ○ ○
事務所等の床面積が    500㎡を超え，1,500㎡以下のもの ○ ○
事務所等の床面積が 1,500㎡を超え，3,000㎡以下のもの ○ ○
事務所等の床面積が 3,000㎡を超えるもの

ホテル，旅館 × ×
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場，ｽｹｰﾄ場，水泳場，ｺﾞﾙﾌ練習場，ﾊﾞｯﾃｲﾝｸﾞ練習場等 × ×
ｶﾗｵｹﾎﾞｯｸｽ等
麻雀屋，ぱちんこ屋，射的場，馬券・車券発売所等
劇場，映画館，演芸場，観覧場
ｷｬﾊﾞﾚｰ，ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ等，個室付浴場等
幼稚園，小学校，中学校，高等学校 ○ ○ ○
大学，高等専門学校，専修学校等 ○ ○ ○
図書館等 ○ ○ ○
集会場 ○ ○ ○
巡査派出所等 ○ ○ ○
一定規模以下の郵便局 ○ ○ ○
神社，寺院，教会等 × × ×
病院 ○ ○ ○
公衆浴場，診療所，保育所等 ○ ○ ○
老人ﾎｰﾑ，身体障害者福祉ﾎｰﾑ等 ○ ○ ○
老人福祉ｾﾝﾀｰ，児童厚生施設等 ○ ○ ○
自動車教習所 × ×
単独車庫（付属車庫を除く） ▲ ▲ ▲ ▲300㎡以下　２階以下

倉庫業倉庫
畜舎（15㎡を超えるもの） × ×

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

○

×

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

量が非常に少ない施設 ▲ × ▲ 3,000㎡以下

火薬，石油類，ｶﾞｽなどの危 量が少ない施設
険物の貯蔵・処理の量 量がやや多い施設

量が多い施設
卸売市場，火葬場，と畜場，汚物処理場，ごみ焼却場等

遊
戯
施
設

風
俗
施
設

備　　　　　考

兼用住宅で，非住宅部分の床面積が，50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1
未満のもの

店
舗
等

事
務
所
等

○

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

工
場
・
倉
庫
等

建築物附属自動車車庫
①②については，建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限

②②

①①

①①

注２）　用途地域（第ー種低層住居専用地域）及び地区計画（住宅地区）は，「はたそめ建築協定」を準用する。

都市計画区域内においては都市計画決定が必要

注１）　本表は，改正後の建築基準法別表第二の概要であり，すべての制限について掲載したものではありません。

▲

①

原動機の制限あり，▲２階以下

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれが
ある工場

自動車修理工場 ×

①3,000㎡以下　２階以下
②２階以下

パン屋，米屋，豆腐屋，菓子屋，洋服店，畳屋，建具屋，自転車店
等で作業場の床面積が50㎡以下

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第  

一  

種  

住  

居  
地  
域

第  

一  

種  

住  

居  

地  

域

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積　

①50㎡以下(※店舗に附属するもの)

作業場の床面積　

①50㎡以下(※店舗に附属するもの)

① 日用品販売店舗，喫茶店，理髪店及び 
　 建具屋等のサービス業用店舗のみ。
　 ２階以下　
② ①に加えて，物品販売店舗，飲食店，
　 損保代理店・銀行の支店・宅地建物取
　 引業等のサービス業用店舗のみ。
　 ２階以下



地区計画の届出

６

お問い合わせ：常陸太田市　建設部　都市計画課
　　　　　　　 電話番号　0294 (72) 3111

常陸太田市公式
マスコットキャラクター

「じょうづるさん」

行　　　為
案内図
区域図(公共施設配置図)
計画図
断面図
案内図
断面図
配置図
各階平面図
立面図（２面以上）
案内図
断面図
配置図
各階平面図
立面図（２面以上）

必 要 な 書 類

1/100以上

1/100以上 立面図へ最高の高さ及び軒高
を表示し，壁面・屋根を着色

1/100以上

土地の区画形質の変更

建築物の建築または工作物の建設
建築物等の用途の変更

建築物等の形態または意匠の変更

1/1,000以上
適宜

適宜

適宜

■届出に必要な書類（正副２部提出）

※上記の書類の他に，必要に応じて参考資料を添付していただくことがあります。

事
前
相
談

届
出

審
査

受
理

建
築
確
認
申
請

同
許
可

工
事
着
工

設計の変更等

設計変更等の勧告
地
区
計
画
に

不 

適 

合

建築確認を必要としないもの

地
区
計
画
に

適　

合

建
築
確
認
を

必
要
と
す
る
も
の

工事着手予定の
「30日前まで」に
都市計画課へ届出

■届出から工事着工までの流れ

1　建築物の新築や増改築，工作物（柵など）の建設を行う場合

2　建築物等の用途の制限が定められている区域内で，用途の変更を要する場合

3　建築物等の形態または意匠を変更する場合（屋根の形や，建物の色を変更する場合）

4　土地の区画形質を変更する場合（土地を造成したり，形状や面積を変更する場合）

　地区計画のうち，地区整備計画が定められている区域内において，次の事項

に該当する行為は，工事に着手する，または設計変更・施工方法の変更等を行

う場合には，行為に着手する 30 日前に届出が必要となります。

　もし，地区計画の内容に適合していない場合には，適合するよう勧告を行い

ます。なお，届出が不要の場合もありますので事前にお問い合わせください。

　【※住宅地区については，地区整備計画を定めないため，届出は不要です。】

■届出が必要な場合
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